
審査基準

対象地域・・・工業専用地域（三河町・南光町二丁目・潮見町・重吉町西浜町のあたり）を除く

都市計画用途地域（工業専用地域を除く、旧石巻市と河南町の一部【広渕、須江】）

▼必要書類

・特定建設実施届出書（図１）

・建設場所付近の見取図（地図）

・工事工程表

・特定建設作業の現場図面（ない場合は現場写真を添付しても可）

・機械のカタログ
※一週間前までに届出が遅れた場合は遅延理由書を添付

※控えを含め２部の提出が必要

図１

例

特定建設作業実施届出書  
                                        年   月   日 

  石巻市長          殿 

 

                       届出者 住所 石巻市○○町○○丁目○－○ 

                           電話 ○○－○○○○ 

                           氏名又は名称 ○○建設株式会社 

                           代表者名     石巻 太郎 

                                
  特定建設作業を実施するので，     第１４条第１項（第２項）の規定により，次のとおり届け出ます。 

 

建 設 工 事 の 名 称 ○○マンション新築工事 

建 設 工 事 の 目 的 に 係 る 

施 設 又 は 工 作 物 の 種 類 

・既設コンクリート○階建ての解体工事 

・新築建物の基礎くい工事 

特 定 建 設 作 業 の 種 類 

（ 該 当 す る 作 業 を ○ で 囲 む こ と ） 

騒音 
１.くい打機等（ｱｰｽｵｰｶﾞｰ併用除く）２.びょう打機３.さく岩機４.空気圧縮機 

５.ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ等６.ﾊﾞｯｸﾎｳ７.ﾄﾗｸﾀｰｼｮﾍﾞﾙ 8.ﾌﾞﾙﾄﾞｰｻﾞｰ 

振動 １.くい打機等２.鋼球３.舗装版破砕機４.ブレーカー（手持ち式を除く） 

特定建設作業に使用される騒音規制法 

振動規制法施行令別表第２に規定され 

る 機 械 の 名 称 ， 型 式 及 び 仕 様 

騒音 ブレーカー○○社製 

振動 ディーゼルハンマ○○社製 

特 定 建 設 作 業 の 場 所 石巻市○○町○○丁目○－○ 

特 定 建 設 作 業 の 実 施 の 期 間 
自      ○年   ○月   ○日 

至      ○年   ○月   ○日        ○○   日間 

特定建設作業の開始及び終了の時刻 

作 業 開 始       作 業 終 了       作 業 日        実 働 時 間         

自   ８時 至  １７時 
  平 日 

８時間 

    ２０日間    １６０時間 

騒 音 ・ 振 動 の 防 止 の 方 法 

例 近隣住民に説明 

  低騒音機械を使用 

  騒音防止シート   等 

発注者の氏名又は名称及び住所並び 

に法人にあってはその代表者の氏名 

 石巻市○○町○○丁目○－○ 

○○株式会社  代表取締役 石巻 一郎      電話番号○○―○○○○ 

届出者の現場責任者の氏名及び連絡場所 
  ○○町○○丁目○―○ 

現場責任者  石巻 二郎                電話番号○○―○○○○ 

下請負人が特定建設作業を実施する場合                   

は当該下請負人の氏名又は名称及び住所                   

並びに法人にあってはその代表者の氏名                   

石巻市○○町○○町○―○ 

(株)○○組 代表取締役社長 石巻 三郎    電話番号○○―○○○○ 

下 請 負 人 が 特 定 建 設 作 業 を 

実 施 す る 場 合 は ， 当 該 下 請 負 人 の 

現 場 責 任 者 の 指 名 及 び 連 絡 場 所 

 ○○町○○丁目○―○ 

石巻 四郎                                  電話番号○○―○○○○ 

※ 受 理 年 月 日   ○年  ○月  ○日 

※ 審 査 結 果   例 審査基準を満たしています。 

備 考 １ この届出書は，騒音規制法・振動規制法施行令別表第２に掲げる特定建設作業の種類ごとに提出すること。 

    ２ 特定建設作業の種類の欄には，騒音規制法・振動規制法施行令別表第２に掲げる作業の種類を記載すること。 

    ３ 特定建設作業の実施の期間の欄には，その期間中作業をしないこととしている日がある場合は，作業をしない 

日を明示すること。    

    ４ 特定建設作業の開始及び終了の時刻の欄の記載に当たっては，作業の開始時刻及び終了時刻並びに実働時間が 

同じである日ごとにまとめさせてさしつかえない。 

    ５ ※印の欄には記載しないこと。 

    ６ 用紙の大きさは，日本工業規格Ａ４とすること。 

    ７ 氏名（法人にあってはその代表者の氏名）を記載し，押印することに代えて，本人（法人にあってはその代表 

     者）が署名することができる。 

騒音規制法

振動規制法 

印 

市長名で提出 

日曜休日の作業禁

止。 

連続６日を超えな

いこと。 

第１号区域 10 時間 

第２号区域 14 時間 

以上の作業禁止。 

第１号区域 

午前７時～午後７時 

第２号区域 

午前６時～午後１０時 

印 

※受理年月日及び審査結果

については事務局で記入し

ます。 


